
別紙様式第１０－２　公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式

随意契約担当部課の名
称及び所在地

随意契約を締結
した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額　(円）

随意契約にすることとした理由 その他必要な事項（備考）

高知赤十字病院 高知市南久保9-8

用度課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号 株式会社シーメック

高知赤十字病院 南国市領石281-1

用度課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号 株式会社四国医療器

高知赤十字病院 高知市南久保9-8

用度課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号 株式会社シーメック

高知赤十字病院 高知市南御座9-41

用度課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号
アルフレッサ篠原化学

株式会社

備考

　　（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。

自動血球洗浄遠心機

脊椎外科用手術フレーム

　　（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約であ

¥1,045,000

契約の目的である保守点検について機器
納入業者でなければ実施でない。「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」に該
当する。
（日本赤十字社会計規則第36条第3項）

R3.7.15 ¥1,518,000

医療機器の故障のため緊急の必要により
競争に付することができないとき、に該当す
る。
（日本赤十字社会計規則施行細則第35条
第（11））

　　（２）必要がある時は、各欄を著しく変更する事なく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

物品等又は役務の名称及び数量

　　　　　る旨及び契約金額に単価を記載した場合には予定総額を記載する。

契約の目的である保守点検について機器
納入業者でなければ実施でない。「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」に該
当する。
（日本赤十字社会計規則第36条第3項）

人工心肺装置 HASⅡ一式の定期
点検

R3.8.1
生化学自動分析装置（TBA-
C4M/AR）の保守契約

R3.9.1

R3.9.1 ¥1,595,000

医療機器の故障のため緊急の必要により
競争に付することができないとき、に該当す
る。
（日本赤十字社会計規則施行細則第35条
第（11））

¥1,538,009



別紙様式第１０－２　公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式

随意契約担当部課の名
称及び所在地

随意契約を締結
した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額　(円）

随意契約にすることとした理由 その他必要な事項（備考）

高知赤十字病院 高知市南御座9-41

用度課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号
アルフレッサ篠原化学

株式会社

高知赤十字病院 高知市札場3-31

用度課

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号
株式会社カワニシ高知

営業所

高知赤十字病院 ニッタン株式会社

病院資産・施設管理課
東京都渋谷区笹塚

1丁目54番5号

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

高知赤十字病院
ジャパンエレベーター
サービス関西株式会社

病院資産・施設管理課 大阪市中央区伏見町4丁目2番地14

高知市秦南町１丁目４番６３－１１号

備考

昇降機保守点検委託業務

　　（２）必要がある時は、各欄を著しく変更する事なく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

R3.8.1 1,993,200

「契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合」に該当するため
日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号

物品等又は役務の名称及び数量

　　（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴアナライザーｉ1000
ＳＲの保守契約

R3.8.1 ¥1,306,800

契約の目的である保守点検について機器
納入業者でなければ実施でない。「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」に該
当する。
（日本赤十字社会計規則第36条第3項）

　　　　　る旨及び契約金額に単価を記載した場合には予定総額を記載する。

消防用設備点検委託契約 R3.8.1 4,908,200

契約の目的である保守点検について機器
納入業者でなければ実施でない。「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」に該
当する。
（日本赤十字社会計規則第36条第3項）

　　（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約であ

¥2,057,000

「契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合」に該当するため
日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11号

生体情報モニタ「ＩｎｔｅｌｌｉＶｕｅ Ｘ3」
の保守契約

R3.7.1


